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松

本

金

次

B良

は

し

が

き

本
稿
は
ゲ
ル
ロ
フ
教
授
の
租
税
論
の
抄
課
で
あ
ろ
。

原
丈
は
昨
年
出
版
に

か

」
わ

る
同
氏
及
び

マ
イ

ゼ

ル
な
編
輯
者
と
す

る

}
剛碧
幽
ぴ
琴
げ
島
臼

団
言
聾
N毛
尉
ω。
自
畠
曽
津

中
大
剣

五
十
鍛
頁

に
渡

る
長
編
で
あ
る
爲
之
な
完
全
に
紹
介
す
ろ
事
は
出
策
な

い
が
其
大
要
は
捕

へ
得
t
と
信
ず

る
o

ゲ

ル
ロ
フ
の
財
政
學
に
於
け
ろ
地
位
に
就
て
は
此
露
に
蓮
ぶ
る
必
要
は
な

い
が
彼
の
財
政
學
に
彼
の

エ
ー
ベ
ル
等
の
そ
れ
と
共
に
近
世
の
杜
會
思
想

の
急
激
な
愛
化
に
鑑
み
て
完
全
な
指
標
た
・り
得
な
く
な

つ
衰
か
に
感
ぜ
ら
れ
ろ
。
と
い
ふ
意
味
は
吐
會
科
學

と
し
て
の
財
政
學
に
其
理
論

に
於

て
叉
政

策
に
於
て
更

に
多
く
の
肚
會
的
意
義
が
高
唱
せ
ら
れ
れ
ば
な
ら
ず
、
軍
に
彼
等
の
み
に
あ
ら
ず
殆
ん
ど
後
こ
の
財
政
學
者
の
墨
守
す

ろ
保
守
的
態
度
の

理
論
的
根
擦
が
更

に
肚
會
厚
生
の
覗
角
よ
・り
深
く
研
討
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
ふ
事
で
あ
る
o

(
ゲ
ル
ロ
フ
の
財
政
學
の
概
念
、
構
成
、
目

的
研
究
方
法
等
に
就
て
は

国
彗
畠
げ
琴
げ
山
臼

霊
轟
嘗
註
硫m⑦蕊
。ぎ
津

中
氏
の
他
の
論
丈
に
見
ろ
事
が
出
來

ろ
。

叉
赴
會
學
的
立
揚
よ
り
見
た
る
財
政

學
の
本
質
任
務
に
關
し
て
同
書
に
ゴ
〃
ト
シ
ア
イ
ド
の
論
文
が
あ
ろ
が
此
貼
塗
考
と
な
ろ
も
の
が
多

い
)
、

之

に
關
し
私
は
先
に

「
商
業
経
濟
研
究
」

に
於
て
ア
ル
フ

レ
レ
ツ
ド

・
ア
モ
y
の

「
私
経
濟
的
牧
入
」
の

一
編
な
紹
介
し
於
際

に
も

一
言
鰯
れ
糞
の
で
あ

る
が
從
來
の
財
政
學
の
態
度
な
以
て
し

て
に
到
底
新
し
き
時
代
の
要
求
に
鷹
ず

る
事
は
出
來
な

い
と
信
ず

ろ
の
で
あ
る
o
勿
論
新
し
き
概
念
を
指
導
原

理
と
せ
ん
と
す
ろ
財
政
學
も
術
漸
片
的

で
あ
り
其
概
念
梼
成
に
於
て
、
分
類

に
於
て
、
牧
入
、
支
出
に
於
て
少
か
ら
ざ
ろ
多
く
の
問
題
な
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
其
統

一
性
と
現
實
性
な
具

ゲ

〃
ロ
フ
の
租
税
論

二
三
五

噸
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六

備
す
る
に
至
る
事
は
容
易
で
は
な

い
が
、
爾
從
來
の
財
政
學
は
宜
房
箪
的
境
地
彪
脱

せ
な

い
と

い
ふ
事
が
出
來
る
o

然
し
財
政
學
の
如
き

一
面
規
範
的
主
義
な
多
く
有
す

る
と
共

に
現
實
的
要
求
に
強
く
影
響
ぜ
ら
ろ
㌧
科
學
は
先
づ
あ
ろ
が
儘
の
財
政
現
象
の
忠
賓
な

親
明
が
緊
急
で
あ

ろ
以
上
特
別
な
飛
躍
の
な
し
得
な
い
の
は
當
然
.て
あ
る
o
然
も
以
下
述
ぶ
る
此
の
租
税
論
に
於
て
ぼ
軍

に
租
視
の
意
義
、
分
類
、
法

則
等
に
關
し
現
實
的
髄
素
に
及

ぶ
も
の
少
き
な
以
て
殊

に
然
り
更
に
凡
午
到
底
及
ぷ

へ
か
ざ
ろ
程
に
簡
決
に
租
税
論
の
大
要
な
指
示
す
る
も
の
で
あ
ろ

と
ぜ
ば
之
が
照
介
は
決
し
て
無
意
味
の
も
の
で
は
な

い
と
信
ず

ろ
。
勿
論
特

に
深
い
研
究
と
構
す
る
程
の
も
の
は
な

い
が
租
税
の

一
般
概
念
な
得
る
に

に
非
常

に
便
利
の
も
の
で
あ

る
。
叉
財
政
學

に
於
け
る
租
税
論
の
重
要
性
に
鑑
み
て
氏
の
財
政
學
全
髄

に
渡
ろ
立
場
も
大
凡
理
解
し
得

う
と
思
ふ
。
次

に
讃
者
の
謬
考
の
爲
氏
の
租
検
論
に
於

け
ろ
立
揚
な
項
目
的
に
列
筆
し
て
見

ろ
。

氏
に

一
、
租
税
な
歴
史
的
に
解
し
必
ず
し
も
貨
幣
の
提

供

に
限

ら

な

い
。
勤
勢
な
も
拒
け
ざ
る
髄

工
-
ベ
ル
b
、
紳
戸
博
士
等
よ
り
廣
く
解
ぜ
ら
れ
て
居

ろ
〇

二
、
租
視
の
目
的

に
就
て
は

ワ
グ
ナ
ー
の
如
く
財
政
的
目
的
と
杜
會
政
策
的
目
的
と
の
封
立
な
拒
け
る
。
從

つ
て
其
作
用
に
就
て
も
此
立
場
な
探

る
。

三
、
租
税
の
根
擦
に
就
て
も
之
彪
歴
史
的

に
解
し
普
遍
的

に
硬
當
す

ろ
親
な
き
事
な
主
張
す

ろ
〇

四
、
租
税
の
原
則
に
於

て
は
所
謂
傾
向
の
法
則
葎
以
て
観
明
し
各
れ
も
相
野
的
な
う
も
の
な

る
事
、
累
進
税

に
就
て
は
そ
れ
が
租
税
能
力
に
適
慮
す
る

も
の
で
は
あ

る
が
客
観
的
な
形
式
は
な
く
三
%
以
上
の
累
進
の
不
可
な
る
事
な
暗
示
し
て
居

ろ
〇

五
、
租
税
の
分
配
に
就
て
は
塁
帳
税
、
定
傘
税
、
直
接
税
、
間
接
税
共

に
映
鮎
の
あ
ろ
事
な
認
協
て
居

う
が
寧
ろ
前
者
の
匠
別
の
優
れ

る
事
な
述
ぺ
て

居
る
。
然
し
か
」
る
賦
別
な
採
ら
ず
し
て
脛
濟
的
の
事
實
な
基
礎

に
置
く
事
も
必
要
と
主
張
す
る
。

六
、
租
税
組
識
の
問
題
中
軍
税
論
に
通
観
の
如
く
之
な
否
定
す

う
が
別
に
如
何
な
る
組
識
が
可
で
あ
る
か
に
示
さ
な

い
唯
濁
立
税
、
附
加
税
、
配
分
法

に
蚊
存

ぜ
し
む
べ
し
と
翫
く
の
み
で
あ
る
o



租
税
の
概
念
及
び
本
質

現
今
に
於
け
る
公
共
燈

の
規
則
的
牧
入
の
特
徴
は
そ
れ
が
其
主
要
な
部
分
に
於

て
個
有
繹
濟
乃
至
交
換
経
濟
的
方

法
に
よ
ら
ず
し
て
絶
劃
的
徴
登

に
よ

つ
て
得
る
所

の
竜
の
か
ら
な
つ
て
居
る
事
で
あ
る
。
徴
登
せ
ら
る
＼
も
の
は
先

づ
第

一
に
其
公
共
膿
を
構
成
し
て
居
る
個

々
の
公
私
経
濟
軍
位
で
あ

る
。
之
と
競
ん
で
外
國
人
が
あ
る
が
そ
れ
は
直

接
間
接
に
該
公
共
膿
に
關
連
し
來
π
る
時
に
於
て
の
み
絶
封
的

に
徴
登
せ
ら
る
＼
。
か
く
の
如
く
絶
劃
的
に
何
等
の

反
封
給
付
な
く
し
て
公
共
團
が
其
財
政
的
需
要
を
満
た
す
爲
に
他
の
経
濟
燈
か
ら
徴
牧
す
る
事
を
課
税
と
稻
す
る
。

課
税
は
次
の
二
黙
に
於

て
他

の
絶
封
徴
登
例

へ
ば
財
産
差
押

へ
、
絶
劉
牧
用
等
と
異

つ
て
居
る
。

一
、
常
に
何
等
特
別
の
反
劃
給
付
の
な
き
事
。

二
、
唯
財
政
需
要
に
慮
ず
る
事
を
目
的
と
す
る
事
。

財
政
的
徴
磯
は
財
貨
殊
に
貨
幣
に
關
す
る
が
動
勢
の
事
竜
あ
る
、
之
等
は
皆
租
税
な
る
戚
念
に
包
含
せ
ら
れ
る
、

從

つ
て

租
税
と
は
公
共
膿
が
其
経
濟

の
財
政
的
需
要
に
慮
ず
る
爲

に
特
定

の
反
劃
給
付
な
く
し
て
他
の
経
濟
燈
か
ら
絶
封

的
に
徴
螢
す
る
所

の
も
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
ロ
フ
の
租
税
論

二
三
七
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此
庭
に
絶
劃
と

い
ふ

の
は
輩

に
自
由

、
慈

悲
的

の
も
の
又
は
自
由

の
流
通
経
濟
的
性
質

の
も

の
で

は
な
く
し
て
其

量
性
質

と
が
公
共
膿

の
絶
劃
力

に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
る

＼
事
を
意
味
す

る
。
勿
論
自
由
意
志

に
よ
る
貢
職

は
租
税

の

登
達

に
於

て
重
要

の
も

の
で

は
あ

る
が
今

日
に
於

て
は
課
税

の
範
園
で

は
な

い
。

多
く

の
學
者
が
勤
勢
給
付

は
租
税
で
な

い
と

い
ふ
、

(
エ
ー
ベ
ル
ヒ
)
之
は
今

日
其
意
義
が
非
常

に
小
な
る
が
爲

あ
で
あ

る
が
、
往
時

の
學
者

は
之
を

も
租
税

に
包

含
せ

し
め
た
。
共

同
團
燈
及

び
殖
民
地
に
於

け
る
小
さ
な
公
経
濟

に
於

て
は
今

日
に
て
も
勤
勢
及

び
財
貨

は
租
税
と
な

つ
て
居

る
。

租
税
が

一
の
縄
濟
史
的
現
象

で
あ

り
、
國
家
及

び
郷
濟

の
縫
化

に
件

つ
て
其

性
質
が
愛

る
事

は
注
意
を
要

す
る
事

で
あ

る
。

己
に
述
べ
π
様

に
租
税
は
元
來

絶
劃
的

の
竜

の
で
は
な
く

し
て
全
く
自
由
意
志

に
よ

つ
π
も

の
で
あ

る
が

之
は
濁
逸

に
於

て
は
古

い
租
税
を

寄

卑
窪

と

か

q
昌
葛

凶。
卸
窪

と
か

い
ひ
歎
願
す

る
と
か
義
務
的
で
な

い
と
か

い
ふ

意
味

の
言
葉
が
用

ひ
ら

れ
て
居
た
事

を
見

る
も
明
か
で
あ

る
。
後

に
至

つ
て

一
定

の
租
税

を

「
補
助
金
」

笛
一与

と

稻

し
π
が
補
助
と
し

て
は
當
時
公
課
が

一
般

に
行
は
れ
英
語

に
於

け
る

①
&
=
8
『一∈
ビ
・
巴
α
・
。・昌
。・一α
}・・
冨
一℃
佛
語
に

於
け

る

巴
α
9
8
茸
二
σ
門三
〇
コ
等
竜
實

は
租
税
を
意
味

し
カ
の
で
あ

る
。
濁
逸

に
於

け
る

ω
ぼ。
二2

な

る
語
は
始

め
は

扶

助
を
意
味
し
後
賂
與

及
び
貨
幣

の
扶
助
を
意
味
す

る
様

に
な

つ
泥
竜

の
で
あ

る
。

後

漸
次

に
租
税
が
國
民

の
義
務

と
な
う
國

家

の
軍

な
る
希
望
歎
願
で
な
く

な

つ
π
の
で

あ

る
が
英

國
の

血
ζ
受

濁



逸

の

9
8
。・。・蝉
}

ヨ

伊

の

α
o
ヨ
書
9

叉
英
の

一ヨ
℃
。
。。梓
佛

の

冒

℃
9

等

は
之

を
示
し
て
居
る
。
以
上
租
税

の
意
味

は

言
語
的
に

も
憂

化
し
π

の
で
あ
る
が
之

は
又
其
作
用

の
麺

化

を
竜
意
味
す

る
。
即
ち

財
政

々
策
的

に
租
税

は
最
初

は

臨

時
牧
入
で
あ

つ
π
が
後
経
管
牧

入
に
な
6
又
官

有
地
、
特
椹
牧

入
と
虹

び
稻

せ
ら

れ
だ
が
今

日
に
て
は
最
竜
重
要

の
も

の
に
な

つ
た
の
で
あ

る
。

二

租

税

の

目

的

租
税
の
目
的
の
問
題
は
種

々
に
解
し
得
る
が
少
く
と
も
二
つ
に
分
ち
得

る
、
即
ち
歴
史
的
法
律
的
範
疇

の

一
と
し

て
租
税
は
如
何
な
る
目
的
に
役
立

つ
か
、
と

い
ふ
事
と
個

々
の
租
税
が
或
公
共
膿
に
於
て
如
何
な
る
目
的
に
振
宛
ら

る

、
か
と

い
ふ
問
題
で
あ

る
。

第

一
の
問
題

の
解
答
は
或
丈
化
階
級
に
属
す
る
歴
吏
的
特
定

の
國
家
を
観
察
し
て
の
み
得
ら
る
＼
の
で
あ
る
が
、

此
揚
合
租
税
は
國
家
が
其
目
的
の
實
現
に
用
ふ
る
手
段
な
る
事
が
制
明
す
る
、
即
ち
租
税
は
特
定

の
経
濟
的
法
律
的

形
態

の
公
財
政
経
濟
的
手
段
で
あ
る
。
然
し
租
税
は

一
般
政
治
、
肚
會
組
織
と
同
様
に
時
の
経
過
に
伜

つ
て
目
的
が

漫
更
せ
ら
る
＼
か
ら
其
内
容
竜
種

々
憂
化
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
、
從

つ
て
理
論
的
研
究
に
際
し
て
は
今
日
の
状
態

の
観
察
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
租
税
は
或
種
の
或
は

一
定
せ
る
要
求
に
從

つ
て
如
何
な
る
目
的
を
有
せ

ゲ
ル
ロ
フ
の
租
税
論

二
三
九
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二
四
〇

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
の
問
題
と
は
異

る
。

租
税
の
目
的
に
關
し
て
は
巳
に
多
く
の
學
者
が
之
に
關
し
て
研
究
を
し
π
。
フ
グ
ナ

ー
の
様
に
租
税
の
肚
會
政
策

目
的
を
説

い
穴
學
者
も
あ
れ
ば
叉
ゾ

ン
ネ

ン
フ
エ
ル
ス
の
様
に
財
政
組
織
に
よ
つ
て
階
級

の
匿
別
を
除
く
事
は
不
當

で
あ
る
と

い
ふ
學
者
も
あ
る
、
然
し
経
験
的
研
究
に
よ
れ
ば
種

々
の
目
的
は
あ
る
に
は
違

ひ
は
な

い
が
租
税

の

一
般

的
目
的
は
財
政

上
の
需
要
満
足
で
あ
う
之
は
現
在
に
於

て
も
叉
最
近
の
過
去
に
於

て
竜
當
宛
嵌
懐
る
事
と
思
ふ
。
凡

そ
如
何
な
る
行
動
竜
始
め
か
ら

の
目
的
に
の
み
作
用
す
る
も
の
で
は
な
く
他
の
副
作
用
を
竜
俘

ふ
竜
の
で
あ
る
が
租

税
に
關
し
て
も
同
標
で
あ
る
。
経
濟
的
肚
會
的
關
係
の
非
常
な
複
雑
性
の
爲
に
租
税
は

一
部
可
見

の

一
部
不
可
見

の

作
用
を
及
ぼ
し
、
叉
種

々
随
件
的
の
作
用
を
及
ぼ
す
、
然
し
て
此
第
二
次
的
作
用
と
財
政
目
的
と
が
相
反
す
る
揚
合

竜
あ
り
得

る
。
例

へ
ば
火
酒
税
か
ら
多
く
の
牧
入
を
得
る
事
は
出
來
な

い
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
使
用

の
制
限
は
な
し
得

る
機
な
竜
の
で
あ
る
。
然
し
租
税
の
直
接
目
的
は
、
何
庭
迄
竜
財
政
需
要
に
慮
ず
る
爲
で
あ
る
。

第

二
の
問
題
に
就
て
は
政
治
的
手
段

の
租
税
の
目
的
と
租
税
牧
入
の
私
用
目
的
と
に
囁
別
し
得
る
、
行
政
手
段
と

し
て
租
税
は
或
時
は
贅
澤
や
享
樂
を
禁
じ
或
時
は
小
経
螢
を
保
護
し
大
経
螢
を
抑
厘
し
怠
惰
を
罰
し
善
行
を
表
彰
す

る
爲
に
用

ひ
ら
れ
た
。

一
言
に
て
い
ふ
な
ら
ば
租
税
に
よ
つ
て
公
の
秩
序
、
準
和
、
道
徳
を
維
持
し
向
上
し
得
る
と

考

へ
π
。
そ
し
て
第

二
次
的
目
的
が
主
禿
る
目
的
と
見

え
る
事
が
あ
る
、
然
し
此
揚
合
は
眞

の
租
税
で
は
な
く
形
式

O



的
租
税

ω
9
。
ぎ
。・梓窪
臼

に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て
實
は
他

の
方
法

(
禁
止
)
を
し
た
方
が

有
効
な

の
で
あ

る
。

財
政
的
意
味

の
目
的
税
は
之
と
異

る
、
租
税

の
最
初

に
於

て
は
行
政

々
策
的
意
味

の
目
的
税
が
多
か

つ
尤
が
今

日

に
於

て
は
そ

れ
は
例
外
で
あ

う
、
多
く
が

財
政
的

目
的
を
有
す

る
竜

の
で
あ

る
。

≡

租

税

の

作

用

租
税
の
目
的
に
其
作
用
が
關
連
す
る
。
租
税
の
目
的

の
結
果
と
し
て
租
税
は
公
の
欲
望
充
足
に
役
立

つ
、
即
ち
其

根
本
的
作
用
は
財
政
的
で
あ
る
。
然
し
租
税
は
同
時
に
経
濟
的
現
象
で
あ
る
、
即
ち
租
税

に
よ

つ
て
公
共
需
要
の
充

足
に
必
要
な
る
手
段
を
繹
濟
的
に
獲
取
す
る
。
勿
論
個

々
の
租
税
否
全
の
租
税
組
織
が
費
用
及

び
牧
入
更
に
其
作
用

に
於

て
明
か
に
経
濟
的
で
な

い
事
も
あ
り
得
る
、
然
し
租
税
は

一
定

の
経
瞥
組
織
に
關
連
し
て
居
る
経
濟
的
需
要
満

足
の
手
段
と
し
て
登
展
し
表
現
し
、
其
経
濟
性
は
他
の
獲
取
形
態
と
共

に
私
的
経
濟
及
び
公
経
濟

に
樹
し
て
同
じ
程

度
に
表
は
れ
る
。
從

つ
て
租
税
は
其
財
政
作
用
と
共
に
第

二
の
根
本
的
作
用
が
あ
b
之
は
純
纒
濟
的
性
質

の
竜
の
で

あ
る
と

い
ふ
事
が
出
來
る
。
然

し
て
理
論
的
研
究

に
は
殊
に
重
要
の
竜
の
で
あ
る
。

租
税
の
二
っ
の
根
本
的
の
作
用
か
ら
随
俘
的
に
或
は
直
接
に
或
は
間
接

に
第

二
次
的
の
三

つ
の
作
用
が
生
ず
る
、

そ
れ
は
政
治
的
、
國
民
縄
濟
的
、
肚
會
的
作
用
で
あ
る
。

ゲ

ル
ロ
フ
の
租
税
論

二
四

一
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四

二

租
税
が
財
政
的
及
び
縄
濟
的
性
質
を
有
す

る
の
み
な
ら
ず
政
治
的
性
質
を
有
す
る
事
ほ
異
論
が
な

い
、
公
縄
濟

は

常
に
又
何
れ
の
揚
所
に
於

て
竜
具
膿
的

の
政
治
的
目
的

の
實
現
の
手
段
と
し
て
表
は
れ
政
治
的
の
力
が
公
縄
濟

の
活

動

の
内
容
範
園
を
決
定
す
る
、
即
ち
公
縄
濟

の
現
象

は
政
治
的
性
質
を
有
す
る
。

次
に
租
税
は
私
経
濟
か
ら
公
繹
濟
に
財
賃
を
移
韓
せ
し
め
以
つ
て
國
民
経
濟
の
杜
會
的
生
産
物
に
よ
つ
て
公
繹
濟

的
欲
望
を
満
足
せ
し
む
る
、
即
ち
國
民
経
濟
的
作
用
を
及
ぼ
す
。
私
経
濟
か
ら
絶
劃
的
に
財
貨
を
徴
牧
し
て
公
的
需

要
充
足
の
目
的

に
用
ふ
る
事
は
財
貨

の
滑
費
で
竜
財
貨

の
生
産
で
も
な
く
肚
會
生
産
物
の
分
配
で
あ
る
。

最
後

に
租
税
は
肚
會
的
作
用
を
持

て
居
る
、
其
意
味
は
色

々
に
考

へ
ら
れ
る
が
先
づ
租
税
制
度
は
常
に
肚
會
的
作

用
を
俘

ふ
も
の
で
あ
る
。
租
税
は
常
に
現
在
の
牧
入
、
財
産
關
係
を
憂
更
し
、
資
本
の
登
生
、
利
用

、
勢
働
能
力
及

び
其
効
果
に
關
係
し
、
生
産
噛
消
費
、
に
影
響
を
及
ぼ
し
複
雑

の
肚
會
的
關
係
、
利
盆
に
關
連
す
る
。

か

＼
る
租
税

の
作
用
し
關
連
し
て
租
税
を
肚
會
政
策
的
目
的
に
、
利
用
せ
ん
と
す
る
考

へ
が
あ
る
。
然
し
科
學
的

方
面
か
ら
見
る
時
は
租
税

の
肚
會
政
策
的
作
用
が
認

め
ら
れ
カ
の
は
第

二
次
的
意
味
に
於

て
で
あ
る
。
租
税
を
肚
會

政
策
に
利
用
す

る
事
に
關
し
て
は
己
に

ロ
ー
レ
ン
ツ

・
シ
ユ
タ
イ
ン
が
説
明
し
て
居
う
、
肚
會
運
動
を
助
成
す
べ
き

政
府

の
肚
會
的
任
務
を
認

め
て
居
る
、
が
又
其
限
界
を
も
注
意
し
て
居
る
、
曰
く
其
限
界
を
越
ゆ
る
時
は

「
牧
入
の

源
泉
尤
る
資
本
そ
れ
自
身
を
脅
か
し
、
肚
會
秩
序
を
混
齪
せ
し
め
個
々
縄
濟

の
資
本
形
勢
を
阻
害
す
る
」
と
。



,

之
に
反
し
て
ワ
グ
ナ

ー
は
租
税
は
此
財
政
的
作
用
と
共
に
肚
會
政
策
的
作
用
を
有
し
、
即
ち
國
民
牧
入
及
び
國
民

財
産

の
分
配
を
調
節
す
る
作
用
を
持

つ
べ
し
と
す
る
。
然
し
ワ
グ
ナ
ー
の
肚
會
的

の
重
要
作
用
は

一
般
に
は
賛
成

せ

ら
れ
て
居
ら
な

い
。
氏

の
説
に
よ
る
時
は
租
税
は
其
本
質
と
は
無
關
係
な
る
ば
か
う
で
な
く
全
く
正
當
視
得
な

い
任

も

務
を
負
は
さ
る
＼
の
で
あ
る
。
若
し
も
國
家
が
國
民
牧
入
及
び
財
産

の
分
配
調
笛
を
以
つ
て
肚
會
政
策
の
任
務
を
認

む
る
な
ら
ば
そ
れ
は
差
支

へ
な

い
が
其
揚
合
は
胱
會
政
策
と
公
明
正
大
に
呼
ぶ
。
何
と
な
れ
ば
財
政
需
要

の
充
足
と

牧
入
、
財
産

の
調
飾
と
は
無
關
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
財
産
組
織
と
の
其
様
な
關
係
は
総
て
の
學
説

の
基
礎
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
歴
史
的
事
實

に
竜
叉
財
政
學
の
範
園
に
も
之
を
見
る
事
が
出
來
な

い
。
唯
租
税
は
間
接
の
作
用
を

有
し
肚
會
的
の
種

々
の
第

二
次
的
目
的
を
途
行
す
る
竜
の
と
云
ひ
得
る
の
み
で
あ
る
。
租
税
は
常
に
財
産

、
牧
入
の

分
配
に
影
響
は
及
ぼ
す
、
然
し
そ
れ
は
望
懐
ざ
る
寧
ろ
避
く
べ
か
ら
ざ
る
現
象
で
あ

つ
て
課
税

の
本
質
的
機
能
で
は

な

い
。

四

課

税

の

根

櫨

租
税
は

一
定
の
國
家
の
歴
兜
的
現
象
で
あ
る
か
ら
其
黙
に
於
て
は
肚
會
的
経
濟
史
的
存
在
と
し
て
之
を
了
解
し
得

る
。
然
し
其
磯
生
原
因
を
説
明
し
カ
の
み
で
は
其
本
質
の
正
當
性
と
意
味
と
は
判
明
し
な

い
。
租
税
も
総

て
の
杜
會

ゲ

ル
.ロ
フ
の

租

税

論

・

二
四

三
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=
四
四

的
制
度
と
同
様

に
新
し

い
解
決
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

先
づ
個

々
の
人

々
は
何
故
に
租
税
を
支
彿
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
、
他
の
負
憺
と
比
例
し
て
如
何
な
る
程
度
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
の
問
題
が
あ
る
が
之
は
公
共
團
禮

の
本
質
任
務

の
問
題
に
關
連
し
て
居
う
之
に
關
す
る

見
解
が
異
れ
ば
叉
課
税

の
最
良
の
形
態
も
攣
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

肚
會
と
租
税
論
の
關
係
を
歴
史
的
に
同
顧
す
る
な
ら
ば
ソ
ク
ラ
テ

ス
以
前
に
湖
る
事
が
出
來

る
。
然
し
此
庭

に
於

て
は
所
謂
カ
メ
ラ
ル

・
サ
イ

エ
ン
ス
の

一
節
と
し
て
財
政
學
を
根
援
づ
け
π
學
者

の
説
に
止
む
る
方
が
合
目
的
で
あ

る
。國

家
経
濟

の
理
論
的
形
態
殊
に
カ
メ
ラ
ル
學
者

の
財
政
學
は
家
庭
縄
濟
或
は
官
房
學
漕
的
學
説
と
呼
ば
る
＼
竜
の

で
あ

つ
て
彼
等

に
よ
れ
ば
公
共
團
膿

の
経
濟
は
嚴
格

に
云

つ
て
個

々
の
経
濟
的
家
計
で
あ

つ
禿
。
大
名
が
家
長
で
あ

つ
て
賢
明
と
公
李
と
に
從

つ
て
家
來
に
劉
し
其
地
位
を
保
持
す
る
。
其
経
濟
行
動

の
原
則
は
純
粋
の
私
経
濟

の
法
則

で
あ

つ
π
が
、
租
税
の
地
位
は
異

つ
て
居
π
。
此
黙
に
於

て
官
房
學
的
研
究

の
最
古

の
代
表
者
で
あ
る
ぜ
ツ
ケ
ン
ド

ル
フ
は
其
首
著

..日
2
冨
。冨

司
臼
。・けo
〒
曽
四
曳

一α
い◎

に
於

て

「
租
税
は
臣
民
が
領
主
に
借
地
料
、
勢
務
提
供
の
代
ム

に
支
彿

つ
禿
経
常
的
の
も

の
で
は
な
く
し
て
任
意
的
に
好
意
的
に
時

々
納
め
た
竜
の
で
あ
る
」
、

又
他
の
場
所
に
於

て

「
此
権
利
を
有
す
る
政
府
は
之
が
運
用
に
注
意
を
し
π
、
奢
修
を
謹
し
み
健
全
な
経
常
的
家
計
を
維
持
す
る
に
注

9



意

す

る
な
ら
ば
此
様
な
臨
時

の
手
段

の
要

な
く
か
く
す

る
時
は
帥

の
恩
恵

に
よ

つ
て
容
易

に
榮

え
重

い
負
債

も
漸
次

償

却
せ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
」
と

い
つ
て
居

る
。

此
見
解

は
後

の
官
房
學
者

に
よ

つ
て
も
賛

成
せ
ら

れ

ハ
ー
ラ

ー

=
9
一一巽

は
國
家
が
其
國
民
か
ら
租
税

を
徴
牧
し

得

な

い
の
は
貨
幣

を
僕
娚

か
ら
取

る
べ
き
で
な

い
と
同
榛
で
あ

る
と
云

つ
カ
。
此
機

な
見
解

に
於

て
は
租
税
の
根
撮

は
存
在
せ
ず
、
叉
此
檬
な
見
解
は
其
他

の
諸

國
に
於

て
も
見

る
事

が
出
來

る
、
伊

の
カ
ラ

フ
ア

9

茜
融
・
尚
其
以
前

に
於

て
詩
人
で
あ

う
政
治
家

で
あ

る

ペ
ト
ラ

ル
カ
も
租
税

は
異

常

の
場
合

に
用

ひ
ら

る
べ
き

も

の
と

し
た
。
+
四
世

紀

に
於

け
る
英

國

に
於

て
も
國

王
は
租
税
な
く
し
て
暮

す
事
が
要

求
せ
ら
れ

て
居
尤
。

然

し
ぜ

ッ
ケ

ン
ド

ル
フ
と
同
時
代

の
シ

エ
レ
ー
デ

ル

≦

一一冨

一ヨ

ぐ
8

ω
9
δ
α
2

は
次

の
如
く
官
房
學
者
を
嘲

つ

て
居
る

「
諸

侯

の
享
樂

は
奢
修
で
あ

る
と

し
、
芝
居

、
狩
猟

、
飼
馬

、
音
樂
等

に
封
し
て
攻
撃

を
す

る
が
之

は
馬
鹿

な
事
で
あ

る
。
諸
侯

の
奢
修

は
國

の
利
盆
で
あ

る
、
從

つ
て
領
主

は
國

の
全
資
本
を
消
鑑

し
て
も
よ

い
、
何
と
な
れ

ば
領
主

は
國

の
胃
謄
で
あ
う
槻
賞

す
る
事

は
彼

が
取

る
食

物
だ
か
ら
で
あ

る
、」

と
。

此
考

へ
は

ユ
ス
チ
、
ぜ
イ

ム

ス

・
ス
チ

ユ
ア

ー
ト
に
竜
あ

う
、
前

者

は
租
税

は
國
民
を
誤
ら
し

む
る
も

の
で
な
く
又
政
府
は
貨
幣

を
國

民
よ
う
有

効

に
使
用

し
得

る
か
ら

い
く

ら
多
く
徴
牧
す

る
悉
可
で
あ

る
と

云

つ
て
居
る
。

カ

メ
ラ

ル
學
者
的
財
政
學

は
中
を
伊

太
利

小
國
家

及

び

一
七

・
入
世
紀
濁
乙

に
起

つ
禿
財
政

慣
習

の
説
明
よ
う
理

ゲ

ル

ロ
フ
の
租
税
論

二
四

五
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山
ハ

論
的
で
な
く

、

ル
ネ
イ
サ

ン
ス
降

つ
て
啓
蒙
時
代

の
法
律
哲
學

者
、
政
治
家
に
よ

つ
て
攻
撃

せ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
プ

ラ

ト
ウ

・
ア
リ

ス
ト
ー
ト
ル
に
於

け
る
契
約
説

の
復

興
で
あ

つ
て
彼
等

は
租
税

の
根
擦

を
公
的
團
結
が
其
構
成

更

に

與

ふ
る
利
益
即
ち
人
及
び
財
産

の
保
護

の
内

に
認

め
た

の
で
あ

る
、
又
課
税

の
許
さ
る

べ
き
範
園
と

い
ふ
問
題
も
生

じ
π

の
で
あ

る
が
ア

ル
ス
シ
ウ

ス

。
グ

ロ
チ
ウ

ス
は
國
家

が
與

ふ
だ

け

の
程
度

に
於

て
租
税

は
正
し

い
と
し
、
又

ホ

ツ
プ

ス
は
租
税
を
慣
格
叉
は
報

酬
と
解

し
、
プ

ツ
フ

エ
ン
ド
ル
フ

・
ロ
ッ
ク

・
モ
ン
テ

ス
キ

ユ
ー
も
之

に
類

し
虎
説

を
述

べ
て
居

る
。

此
種

の
考

へ
は
+
九
世
紀

に
於

て
も
中

々
盛

ん
で

、

ホ
ッ
ク
の
檬
な
有
名

な
實
際
家

に
し
て
且

つ
財
政
學

者
で
も

一
入
六

三
年

の

「
租
税
と
負
憺
」

に
於

て
租
税
は
國

家
が
與

へ
尤
動
勢

に
封
す

る
封
債
で
あ
る
と
考

へ
て
居
π
。
叉

シ

ユ
タ
イ

ン
も

モ
ン
テ

ス
キ

ユ
ウ
の
考

へ
を
以

つ
て
租
税

の
正
し

い
定
義
で
あ

る
と
考

へ
π
。
此
考

へ
は
濁
乙

に
於

け

る
よ
り
佛
蘭

西

、
英

國

に

一
層
盛
ん
で

ミ
ラ

ホ
ウ
、
ボ
ル
テ
ィ

ル
、
ル

ロ
ァ
・
ボ
ウ
リ
ゥ
、

ホ
ツ
ブ

ス
、
ペ
テ
イ
、

ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
、
ア
カ

ロ
ッ
ク
、

セ

ニ
ョ
ー
ル
等

が
之
を
代
表
し

て
居

る
、
即
ち
以
上

に
よ

つ
て
此

國
家
行
動

、

租
税

の
本
質

に
關
す
る
観
察

が
啓
蒙

時
代

の
國
家
學
説
即
ち
自
然

法
學
説

、
経
濟
的
自
由
主
義

の
経
濟
學
説
と
密
接

に
關
連
し

て
居
る
事
が
判
明
す

る
。
尤
も
其

表
現

は
交
換
説
、
享
樂
説
、
利
盆
説
、
劉
慣
説
、
保
瞼
説
等
と
異

る
が

其
根
本
は
皆

同

一
で
あ

る
。
然
し
此
考

へ
は
契

約
説
と

い
ふ
誤

つ
π
前
提

に
立

つ
ば

か
う

で
な
く
総

て
の
歴
史
的
實



際
に
相
違
し
て
居
る
も
の
で
あ

つ
て
實
際
に
宛
嵌
な
ら

い
。
從

つ
て
昔
か
ら
課
税

の
根
撮
が
他

の
方
法
に
よ
b
叉

課

税

の
程
度
が
他
の
結
果
を
示
し
だ
の
は
當
然
で
あ
る
。
古

い
自
然
法
的
の
國
家
観

に
劃
す
る
歴
史
的
現
實
説
は
國
家

を
以
つ
て
個

々
の
意
志
に
よ
る
叉
軍
な
る
個
人
的
の
目
的

の
駕
に
存
在
す
る
保
護
機
關
な
b
と
認

め
な

い
古

い
國
家

観
念
と
關
連
し
て
居
る
。
其
存
在
せ
ん
儒
に
は
個

々
の
國
民
か
ら
生
命
を
も
要
求
す
る
、
國
家
は
當
然
其
目
的
慾
求

に
從

つ
て
又
個
人
的
利
盆
を
顧
う
み
る
事
な
く
租
税
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
考

へ
は
己
は
プ
ラ
ト
ー

。

ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
に
あ
b
、
叉

ス
コ
ラ
學
者
、
十
六
世
紀

の
詩
人
、
財
政
法
學
者
、
官
房
學
者
及
び
十
入
世
紀

の
國

法
學
者

に
傳
は
う
十
九
世
紀

に
至
つ
て
盆

々
盛
ん
に
な

つ
控
。
此
藪
百
年

に
渡
る
思
想
登
展

は
簡
軍
に
は
説
明
し
得

な

い
が
結
局
國
家

の
租
税
権
の
根
族
及
び
國
民

の
租
税
義
務
を
歴
史
的
に
形
勢
せ
ら
れ
同
時
に
通
義
的
意
識
の
内

に

基
礎
を
置
く
制
度
と
し
て
の
國
家

の
本
質

の
内
に
求

め
禿
ワ
グ
ナ

ー
・
シ

エ
フ
レ
ー
、
等
の
國
民
経
濟
學
者
及

び
濁

乙
の
國
法
墨
者

の
説

に
蹄
せ
し
め
得
る
。

之
等
學
者

の
見
解
に
よ
れ
ば
國
家
は
倫
理
的
に
叉
歴
史
的
に
人
間
の
本
質

に
根
篠
を
置
く
避
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在

で
あ
り
、
若
し
も
國
家
と
其
公
経
濟
的
行
動
が
な

い
な
ら
ば
何
等

の
肚
會
的
關
係
竜
入
類

の
共
圃
禮

の
目
的
の
完
成

も
存
在
し
な

い
、
從

つ
て
人
類
肚
會
の
内
に
存
在
す
る
総
て
の
人

々
は
國
家

に
租
税
を
納

む
る
義
務
が
あ
る
。
即
ち

租
税

の

一
般
的
根
撮
は
國
家
及
び
公
共
経
濟

の
存
在
と
薮
展
に
か
く
べ
か
ら
ざ
る
竜

の
で
あ
ウ
、
其
根
撮

は
實
に
租

ゲ

ル
ロ
フ
の
租
視
論

二
四
七
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税
が
今
日
の
分
業
と
私
有
財
産
と
交
換

に
基
礎
を
置
く
経
濟

に
於

て
共
同
的
経
濟

の
慾
望
満
足
の
経
濟
的
形
態
と
し

て
登
展
し
π
と

い
ふ
事

に
存
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
之
を
以

つ
て
し
て
は
特
種
の
又
特
殊

の
租
税
組
織
を
根
櫨

つ
く

る
も

の
で
は

い
。
租
税
は
総
て
歴
史
的
勢
力
の
結
果
で
は
あ
る
が
絶
封
的
に
異
論
な
し
普
遍
的
に
要
當
す
る
と
は
い

ひ
得
な

い
。
又
論
議
す
る
事
も
出
來
な

い
。
租
税
の
根
櫨
ぼ

今
日
の
國
家
の
倫
理
的
必
然
性
の
認
識
の
内
に
即
ち

一

方
此
必
然
性
か
ら
生
ず
る
需
要
と
他
方
貫
椹
力

の
認
識
の
内
に
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

五

課

視

の

源

泉

と

封

象

O
=
亀

・
き

α

O
α
σq
2

。。9
巳

α
韓

切
。
ω
冨
9

三

・
αq

課
税
の
源
泉
と

は

そ

れ

か

ら
租
税
を
徴
す
る
財
産
で
あ
b
、
課
税
の
封
象
、
或
は
課
税
目
的
と

い
ふ
方
が
よ
い

が
、
と
は
租
税
附
課
の
原
則
が
關
連
す
る
物
、
行
動
、
腱
置
、
権
利
、
貨
幣
額
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
意
味
に
於

て

租
税
目
的
と
は
財
産
牧
入
、
貨
幣
及
び
財
貨
牧
盆
、
土
地
、
建
物
、
耀
利
、
法
律
行
駕
享
樂
及
び
消
費
の
封
象
等
で

あ
る
。
目
的
の
決
定
は
貨
幣
額
か
叉
は
或
技
術
的
特
徴
、
例

へ
ば
数
、
量
、
重
さ
、
或
は
性
質
等

に
よ
つ
て
行
は
れ

る
。
此
租
税
の
測
定

に
役
立

つ
程
度
を
租
税
軍
位
と

い
ふ
。

租
税
支
彿
ひ
の
義
務
者
は
常
に
人
或
は
法
人
で
あ
ム
之
を
法
律
上
租
税
主
膿
と

い
ふ
。
経
濟
的
に
は
租
税
を
眞
實

に
負
澹
す
る
人
即
ち
捲
税
者
を
も
租
税
主
饅
と

い
ふ
。
租
税
目
的
と
租
税
測
定
基
礎
或
は
租
税
標
準
と
は
同

一
で
な



、

い
。
後
者

は
寧
ろ
租
税
主
膿
に
劃
し
租
税
算
定

の
駕

に
決
定
し
だ
量
で
あ

る
、
租
税
目
的

と
租
税
計

算
基
礎

ω
什空
。
〒

9
8
8
ω言
σq
・・σQ
「ξ
義

凋
。

と

は
同

一
の
事

も
あ

う
得

る
が
普
通
同

一
で

は
な

い
、
建

物
税

の
租
税
目
的

は
法
律

に
規

定

せ
ら
れ

て
居

る
建
物
に
よ

つ
て
定
ま

る
が

租
税
算
定
基
礎
と
は
憺
税
目
的

の
實
際
的
或
は
推
定
純
賃
貸

股
盆
或
は

其
間
歎
で
あ

る
。

租
税
評
債

の
目
的

の
翁

に
決
定

せ
ら

れ
た
金
額

は
租
税
見
積
額
と

い
ひ
租
税
軍
位

に
よ

つ
て
分
課
と
し

て
支
彿
は

る

＼
額

を
租
税
決
定
額
と

い
ふ
。

之
は
経
濟
的
理
由
か
ら
長
期

に
渡

つ
て
法
律

に
よ

つ
て

一
定

せ
ら

る
＼
事
が
望
ま

し

い
。
往
時
に
於

て
は
租
税
決
定
額
が
法
律

に
よ

つ
て
規
定

せ
ら
れ
ず

し
て
割
宛

に
よ

つ
π
事

が
あ
う
之
が
爲

に
租

税

を
配
賦
税
、
定
率

税
に
分

つ
の
で
あ

る
が
後
者
が
今

日
に
於
け

る

一
般
的

租
税

で
あ

る
。

租
税
は
計
算
基

礎
を
な
す
事
實

に
從

つ
て

一
定

の
額

(
Y
個

に
劃
し

て
X

マ
ー
ク
)
と

い
ふ
様

に
表
は
す
か
叉
は

計
算
基
礎

の
百
分

の

一
或

は
千
分

の

一
と

い
ふ
様

に

い
ふ
。
後

の
場
合

に
は
租
税

の
足
取

曽
窪
興
hζ
。・。。
と

い
ふ
が
課

税
基
礎

は
顧

み
ず
同

一

(
比
例
的
)

の
揚
合
基
礎
が
増
加
す

る
に
從

ひ
壇
加
す

る
も

の

(
累
進
的
)
と
基

礎
が
減
少

す

る
に
從

ひ
、
減

少
す

る
も
の

(
累
退
的
)
と
あ

る
。

租
税
目
的
或

は
租
税

の
負
憺

理
由
と

し
て
経
濟
的
及

び
肚
會
的
生
活

の
種

々
の
事
實

、
出
來
事
が
撰
ば
れ
尤
。
(
所

有
、
相
績

、
支
出

、
消
費

、
生
誕
洗
禮

か
ら
結
婚

、
死

に
至
る
迄
総

て

の
人
類

生
活

の
事
件

)
財
政
學

は
之
等
目
的

ゲ
ル
ロ
フ
の
租
税
論

二
四
九
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五
〇

の
撰
揮
に
際
し
て
指
示
を
與

へ
る
事
を
任
務
と
し
科
學
的
時
代
以
前

に
於
て
は
集
金
の
存
在
す

る
場
所
で
金
を
取

つ

π
。
財
政
學
の
建
設
者
は
租
税
目
的
の
撰
揮
に
劃
す
る
響
導
原
理
を
求
め
π
が
之
は
か

㌧
る
原
理
な
く
し
て
は
財
政

學
は
科
學
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
國
民
緯
濟
學
が
富

の
劃
象
の
問
題
か
ら
富

の
源
泉

の
問
題
に
至
る
様
に
財
政
學
も

租
税
目
的
に
欝
す
る
問
題
、
租
税
源
泉

の
問
題
に
な
る
。
更
に
又
個
人
の
憺
税
理
由
と
程
度
の
問
題
が
生
ず
る
。
「
最

良
の
租
税
」
は
此
に
關
係
し
租
税
源
泉
と
は
無
關
係
で
あ
る
。
租
税
の
源
泉
を
認
識
し
π
の
は

ブ
イ
ジ
ォ
ク
ラ
ッ
ト

で
あ
う
租
税
源
泉
と
し
て
牧
入
を
認

め
疫
の
は
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
で
あ
る
。

最
後
に
我

々
は
間
接
の
租
税
源
泉
と
直
接

の
租
税
源
泉
を
匠
別
す
る
。

一
國
の
財
政
的
殊
に
租
税
力
の
間
接
源
泉

は
肉
騰
的
倫
理
的
精
紳
的
才
能
動
勉
、
節
倹

、
の
様
な
人
間
的
の
力
及
び
自
然
的
力
で
あ
る
が
直
接
の
租
税
源
泉
は

牧
入
及

び
財
産
で
あ
る
。

、

し

'




